
涌谷町公告第１８号  

「令和８年度涌谷町高校生海外研修派遣事業業務」  

公募型プロポーザル方式による実施事業者の選定に係る手続開始の公告  

令和８年度涌谷町高校生海外研修派遣事業業務の公募型プロポーザル方式に係る手続を

開始するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令 第１６号）第１６７条の６の規定

を準用し、次のとおり公告する。  

令和８年５月８日  

涌谷町長 遠 藤 釈 雄 

令和８年度涌谷町高校生海外研修派遣事業業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

１ 目的 
 この要領は、本町が委託する「令和８年度涌谷町高校生海外研修派遣事業業務」の契約
候補者を選定するにあたって、実施する公募型プロポーザル及び委託契約に関して必要な
事項を定めるものである。 

２ 業務概要 
（１）業務名  令和８年度涌谷町高校生海外研修派遣事業業務委託 
（２）業務内容 別紙仕様書のとおり 
（３）履行期間 契約締結日から令和９年３月３１日まで 

３ 提案限度額 
 3,000,000 円～5,000,000 円（消費税及び地方消費税の額を含む） 

４ プロポーザル参加資格要件 
 次に掲げる要件を原則としてすべて満たすものであること。 
（１） 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16 号）第 167 条の 4の規定に該当しないも



のであること。 
（２） 国、宮城県及び涌谷町入札参加業者における、入札参加資格停止の期間中でないも

のであること。 
（３） 過去に本業務の内容と同種の業務又は類似の業務の実績を有するもの。本社、支

店、又は営業所を問わず事業者全体としての実績を含むものとする。 
（４） 涌谷町暴力団排除条例（平成 24年涌谷町条例第 21号）の規定による入札参加資

格停止措置の期間中でないものであること。 
（５） 会社更生法（平成14年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされて

いないものであること。 
（６） 民事再生法（平成 11年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てがなされて

いないものであること。 
（７） 国税及び地方税の滞納がないこと。 

５ スケジュール及び参加手続き等（案） 
内 容 期 日 

事業告知 5 月 8日（金） 
質問受付期間 5 月 8日（金）～5月 14日（木） 
質問回答日 5 月 19 日（火） 
参加申込書受付期間 5 月 8日（金）～ 5 月 20 日（火） 
企画提案書受付期間 5 月 21 日（水）～ 6 月５日（金） 
書類選考結果通知 6 月 11 日（木） 
企画案のプレゼンテーション 6 月 18 日（木） 
審査結果通知・公表 6 月下旬 
契約締結 7 月上旬 

（１）実施要領等の配布 
  実施要領等は、涌谷町公式ホームページからダウンロードすること。 

（２）応募にかかる質問事項 
  本プロポーザルに関する説明会は実施しないため、疑問点等については以下のとおり 
受け付ける。 
［受付期間］令和８年５月８日（金）～５月１４日（木）午後５時（必着） 
［質問方法］メールにて質問書（様式第１号）を以下送付先に提出 
 ※件名を「高校生海外研修派遣事業業務にかかる質問」とすること。 
［提出先］ 涌谷町企画財政課 企画班代表メール gr-kikaku@town.wakuya.miyagi.jp



［回答日］ 令和８年５月１9日（火） 
［回答方法］涌谷町ホームページに質問者を伏せて掲載する。なお、回答は、本実施要
領及び仕様書の追加又は修正とみなす。 

 ６ 参加申請書等の提出 
（１） 提出書類 ※A4 各１枚、片面印刷 
① プロポーザル参加申請書（様式第２号） 
② 会社概要書（様式第３号） 
 ※設立年月日、代表者、所在地、資本金、事業内容、社歴等が確認でき、かつ最
新の内容がわかるもの。パンフレットの併用も可とする。 
③ 業務実績調書（様式第４号）※２枚以内 
④ 誓約書（様式第５号） 
⑤ 国税ならびに参加拠点事業所の所在地の都道府県税にかかる未納または滞納が
ないことの証明または納税証明書 ※発行から３か月以内のもの、写し可。 

（２）提出期限 
  令和８年５月 20日（水）必着 
 （３）提出先 
   〒987-0192 宮城県遠田郡涌谷町字新町裏 153 番地 2 涌谷町企画財政課企画班 宛 
 （４）提出方法 
   持参又は郵送による提出とする。 
   ［持参受付時間］土、日、祝日を除く午前９時から午後５時まで 
   ［郵送方法］簡易書留等の配達記録が残るものとし、期限内必着。封筒に『参加申請

書等在中』と記載すること。 

７ 企画提案書について 
（１）提出書類 
仕様書の内容を踏まえ、①～の順にわかりやすくまとめ提出すること。
① 企画提案書（任意様式） 
ア A４版、片面刷り２０ページ以内（表紙、目次を含めない）、ページの通し
番号をつける。ただし、図表等については、必要に応じＡ３サイズで折り込み
可。 
イ 企画提案は、一事業所につき一つ限りとする。 
ウ 企画提案書の提出期限後の訂正、追加、差し替え及び再提出は認めない。 

② 業務スケジュール表（任意様式） 
仕様書の内容を踏まえ、業務進行の行程を記載すること。 

③ 見積書（様式第６号） 



添付資料として、事業費経費内訳書（任意様式）を添付すること。 
（２）提出部数 
  正本１部、副本７部 
  ※副本については、提案者が特定できる社名等を記載しないこと。 
（３）提出期限 
  令和 8年 6月 5日（金）午後5時必着 
（４）提出先および提出方法 
  ６（３）（４）に同じとする。封筒には『提案書等在中』と記載すること。 
（５）提出書類の扱い 
① 受付期間終了後は、提出書類に記載された内容の追加、変更は認めない。ただ
し、発注者の同意があった場合は、この限りではない。 

② 提出書類は、本件審査後も返却しない。 
③ 提出書類は、審査を行う作業に必要な範囲において複製を作成することがある。 
④ 提出書類は、提案者の許可なく本プロポーザルの目的以外には使用しない。 
⑤ 発注者が認める場合には追加資料の提出を求める場合がある。 

８ 審査の方針 
（１）選定委員会の設置 

企画提案書の審査、評価及び選定は、令和８年度涌谷町高校生海外研修派遣事業業
務委託業務受託候補者選定委員会（以下、選定委員会という）を設置し、選定委員６
名の採点により行う。 

（２）選定方法 
    本要領及び別紙「令和８年度涌谷町高校生海外研修派遣事業業務委託公募型プロポー

ザル審査基準」（以下「審査基準」という）に基づき評価を行う。審査の結果、最高順
位となった者を優先受託候補者として決定する。 
なお、最高順位の者が 2者以上の場合は、委員長の点数が高いものを優先受託候補者
とする。 
（３）書類選考 
  参加申込者が４者以上の場合は、提出された企画提案書について、審査基準に基づく
書類審査を行い、上位３者を受注候補者として選定する。なお、書類審査の結果は、令
和８年６月１１日（木）に参加申請者全員に通知する。 
（４） プレゼンテーションの概要及び留意点 
① 開催日 令和８年６月１８日（木） 
② 時間および場所 別途通知する。 
③ プレゼンテーション出席者 ３名以内（説明は、本業務に直接関わる者とする） 
④ プレゼンテーション時間 30 分以内（提案時間は 20分以内、その後、委員から



の質疑応答を 10分程度で実施） 
⑤ 提案内容の説明 提出した企画提案書に基づき説明を行うこと。企画提案書と異
なる内容の説明及び追加資料の配布は認めない。 

⑥ 使用機器 スクリーン及びプロジェクターは涌谷町が準備する。その他、必要な
機器は、提案者が準備すること。 

⑦ 失格事項  
   次の事項に該当する場合は、失格とする。 
   ア 提案者が参加資格を満たさなくなった場合。 
   イ 提案書類に虚偽の記載又は不備（軽微なものを除く）があった場合。 
   ウ やむを得ない事情がある場合を除き、提出書類の提出方法、提出先又は提出期

限に適合しない場合。 
   エ 見積額が提案限度額を超えた場合。 
   オ プレゼンテーションの審査当日、指定時刻に遅れた場合。（公共交通機関の遅

延等、提案者の責によらない場合を除く） 
   カ 審査の透明性・公平性を害する行為があった場合 
   キ その他著しく審議に反する行為があった等、審査委員会において契約締結が困

難と認められた場合 
（５）審査結果の通知 
   審査結果は、プレゼンテーション参加者全員に電子メールで通知する。ただし、各価
項目の点数等は公開しない。また、審査経過や結果に対する異議は受け付けない。 

９ 業務委託契約 
（１）受託候補者に決定した者と、契約金額等契約条件について協議のうえ、見積書を徴収

し、業務委託契約を締結する。なお、契約時における仕様書は、本町と受託候補者との
協議により、必要に応じて追加、変更又は削除を行うことがある。 

（２）落札候補者が契約までの間に失格事項が判明した場合及び辞退した場合は、次点者を
受託候補者とし業務委託の締結交渉を行う。 

（３）業務委託契約の条件等については、企画提案書の内容を基本とし、受託候補者との協
議により定めるものとする。 

（４）受託候補者は、円滑に受託業務を行うことができるよう、自らの責任において準備を
行い、準備に必要な経費を負担するものとする。 

１０ その他 
（１）本プロポーザルに参加する者は、本要領を熟読し、それらを遵守すること。 
（２）選定の採否を問わず、企画提案書の作成等、本プロポーザルの参加に要した費用は全
て提案者の負担とする。 



（３）参加申込書提出後に本プロポーザルへの参加を辞退する場合は、辞退届（任意様式）
を提出すること。 

１１ 担当課 
〒９８７－０１９２
  宮城県遠田郡涌谷町字新町裏１５３番地２ 
  涌谷町企画財政課 企画班 
電話：０２２９－４３－２１１２

  FAX：０２２９－４３－２６９３
  メール：gr-kikaku@town.wakuya.miyagi.jp


